
土木工事現場必携の
改定概要

（R3.4.１改定）
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土木工事現場必携の主な改定点
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・建設業法改定に伴う改定

・工事関係書類の簡素化に伴う改定

・押印廃止に伴う書類等取扱いの改定

第１～６章 全般
以下に伴う改定

改 定



土木工事現場必携の主な改定点
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23の4 監理技術者兼務届 の追加
－ 条件変更確認請求通知（工事打合簿）
－ 条件変更確認通知（工事打合簿）
（削除〈工事下請負届〉）

第１章 一般事項
１－３ 契約関係
(3) 契約関係書類

改 定

33 条件変更確認請求通知書
34 条件変更確認通知書
45 工事下請負届



土木工事現場必携の主な改定点
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建設業の許可票（元請のみ）
対象工事等：全ての工事

第１章 一般事項
１－４ 工事等の施行
(5) 建設業法等による工事現場への掲示

改 定

建設業の許可票
対象工事等：下請負人を含む全ての建設業者



土木工事現場必携の主な改定点
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現場代理人等が兼務する場合や専任の主任技術者
が他工事と兼務する場合は、「現場代理人等通知
書」に兼務届及び工程表の添付が必要。また、監理
技術者が監理技術者補佐を配置し兼務する場合は、
兼務届の添付が必要。

第２章 書類関係
２－１ 監督の流れ
③-3 兼務届・工程表の確認

追 加



土木工事現場必携の主な改定点
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条件変更の確認請求を工事打合簿により通知を受
けたときは、調査後14日以内に請負者へ条件変更確
認を工事打合簿により通知。

第２章 書類関係
２－１ 監督の流れ
④ 条件変更・設計変更

改 定

条件変更確認請求通知書が提出されたら、調査後
14日以内に請負者へ条件変更通知書で回答。



土木工事現場必携の主な改定点
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第２章 書類関係
２－２ 書類作成の手引き
7.施工体制台帳・施工体系図

追 加

一次会社名
・事業者ID

（二次)会社名
・事業者ID

 本書面に記載した内容は、作業員名
簿として安全衛生管理や労働災害発生
時の緊急連絡・対応のために元請負業

者に提示することについて、記載者本
人は同意しています。

ふりがな

まつだ　いちろう

番
号

1 松田　一郎

氏名

技能者ID

教　育・資　格・免　許

提出日　令和３年　５月　６日

元請
確認欄

生年月日

年齢

昭和43年8月1日
協会けんぽ

健康保険

年金保険

53歳

年　月　日

3

職
種

※

現

2

年　月　日

歳

歳

年　月　日

建設業退職金
共済制度

歳

年　月　日

雇入・職長
特別教育

技能講習 免　許雇用保険

○○○○

厚生年金

事業所の名称
・現場ID

所長名 ○○　○○

歳

年　月　日

年　月　日

浪本鉄筋工業橋末産業株式会社

作　　業　　員　　名　　簿
（令和　3年　5月　6日 作成)

○○ビル作業所

中小企業退職金
共済制度

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

入場年月日

受入教育
実施年月日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

作業員名簿の追加



土木工事現場必携の主な改定点
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請負者側からの押印は、一部の例外(契約書等)をの
ぞき、すべて廃止する。

第５章 各種様式
様式全般
押印廃止に伴う改定

改 定



土木工事現場必携の主な改定点
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第５章 各種様式
5－２ リサイクル法関係様式
説明書

改 定



・監理技術者制度運用マニュアル → 改定

・土木工事監督要領 → 一部改定

・施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)

→ 一部改定（第10版→第11版）

・建設工事検査要領 → 一部改定

土木工事現場必携の主な改定点
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第６章 資 料
改 定


